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(57)【要約】
【課題】　独立した移動サービス・アクセスにハンドセ
ットの設定を可能にするための演算装置および方法を提
供する。
【解決手段】　移動通信ネットワーク（１）は、ハンド
セット即ち移動局（４）と通信することができる。移動
局（４）には、移動通信ネットワーク（１）および移動
局（４）がサポートする１組の移動サービスへのアクセ
スが提供される。演算装置（２、３）は、１組の移動サ
ービスおよび前記移動局（４）の種類に関する前記移動
局（４）の設定値を特定し、更に別の移動サービスへの
アクセスを提供するためのコードを移動局（４）に送る
ことによって、移動局（４）に更に別の移動サービスへ
のアクセスを追加するように構成されている演算手段（
３）を有する。このコードは、移動局（４）の設定値を
変更させ、もしくは更に別の移動サービスのために正し
く移動通信を再ルーティングさせることができる。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動通信ネットワーク・プロバイダによって移動局（４）に移動サービス・アクセスを
提供する方法であって、前記移動局には、前記プロバイダおよび前記移動局（４）がサポ
ートする１組の移動サービスへのアクセスを提供し、前記方法は、
　－前記１組の移動サービスおよび前記移動局（４）の種類に関する前記移動局（４）の
設定値を特定するステップと、
　－更に別の移動サービスへのアクセスを提供するためのコードを送るステップと、
によって、前記更に別の移動サービスへのアクセスを追加するステップを備えている、方
法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法において、コードを送るステップは、無線機構を用いて前記移動局
（４）にコードを送るステップを備える、方法。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の方法において、前記更に別の移動サービスへのアクセスを追
加するステップは、前記移動局（４）から前記更に別の移動サービスを用いる要求を受信
した後に実行する、方法。
【請求項４】
　請求項１または２に記載の方法において、前記更に別の移動サービスへのアクセスを追
加するステップは、前記移動局（４）の電力投入後に実行する、方法。
【請求項５】
　前出の請求項のいずれか１項に記載の方法であって、更に、前記移動局（４）に、前記
更に別の移動サービスへのアクセスの要求承認を含むメッセージを送るステップを備える
、方法。
【請求項６】
　前出の請求項のいずれか１項に記載の方法において、前記更に別の移動サービスへのア
クセスを追加するステップは、一時的または永続的に実行する、方法。
【請求項７】
　前出の請求項のいずれか１項に記載の方法であって、更に、前記更に別の移動サービス
へのアクアセスを追加した後、前記移動局（４）に情報メッセージを送るステップを備え
る、方法。
【請求項８】
　移動通信ネットワーク用演算装置であって、該演算装置（２、３）は、前記移動通信ネ
ットワーク（１）と連動する移動局（４）と通信することができ、前記移動局（４）には
、前記移動通信ネットワーク（１）および前記移動局（４）がサポートする１組の移動サ
ービスへのアクセスが提供され、前記演算装置（２、３）は、
　－前記１組の移動サービスおよび前記移動局（４）の種類に関する前記移動局（４）の
設定値を特定し、
　－更に別の移動サービスへのアクセスを提供するためのコードを送ること、
によって、前記移動局（４）に前記更に別の移動サービスへのアクセスを追加するように
構成されている演算手段（３）を備えている、演算装置。
【請求項９】
　請求項８記載の演算装置において、前記演算装置（２、３）は、更に、無線機構を用い
て前記移動局（４）にコードを送るように構成されている、演算装置。
【請求項１０】
　請求項８または９記載の演算装置において、前記演算装置（２、３）は、前記移動局（
４）から、前記更に別の移動サービスを用いる要求を受信した後に、前記更に別の移動サ
ービスへのアクセスを追加するように構成されている、演算装置。
【請求項１１】
　請求項８または９記載の演算装置において、前記演算装置（２、３）は、前記移動局（
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４）の電力投入に関する信号を受信した後に、前記更に別の移動サービスへのアクセスを
追加するように構成されている、演算装置。
【請求項１２】
　請求項８から１１までのいずれか１項に記載の演算装置において、前記演算装置（２、
３）は、更に、前記更に別の移動サービスに対するアクセス要求の承認を含むメッセージ
を、前記移動局（４）に送るように構成されている、演算装置。
【請求項１３】
　請求項８から１２までのいずれか１項に記載の演算装置において、前記演算装置（２、
３）は、前記更に別の移動サービスへのアクセスを一時的または永続的に追加するように
構成されている、演算装置。
【請求項１４】
　請求項８から１３までのいずれか１項に記載の演算装置において、前記演算装置（２、
３）は、前記更に別の移動サービスへのアクセスを追加した後に、前記移動局（４）に情
報メッセージを送るように構成されている、演算装置。
【請求項１５】
　コンピュータ実行可能命令を備えているコンピュータ・プログラム生産物であって、移
動通信ネットワーク（１）に接続されている演算装置（２、３）上にロードすると、請求
項１から７までのいずれか１項に記載の方法の機能性を、前記演算装置（２、３）に供給
する、コンピュータ・プログラム生産物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信ネットワーク・プロバイダによって移動局（即ち、ハンドセット）
に移動サービス・アクセスを提供するための方法に関し、移動局には、プロバイダおよび
移動局がサポートする１組の移動サービスへのアクセスを提供する。別の態様では、本発
明は、移動通信ネットワークのための演算装置に関する。この演算装置は、ネットワーク
における別個の装置として、ネットワークの基地局の一部として、または他のいずれかの
ネットワーク構成機器の一部として実施することができる。他のネットワーク構成機器の
例には、無線ネットワーク・コントローラ（ＲＮＣ）、基地局コントローラ（ＢＳＣ）、
担当ＧＰＲＳサポート・ノード（ＳＧＳＮ）、ゲートウェイＧＰＲＳサポート・ノード（
ＧＧＳＮ）、または信号転送点（ＳＴＰ））が含まれる。　
【背景技術】
【０００２】
　ＧＳＭまたはＭＴＳのような今日の移動通信ネットワークの移動局即ちハンドセットは
、移動音声接続を提供する基本的機能以外にも種々の機能を提供することができる。各機
能の正確な実施態様は、しかしながら、ネットワーク・プロバイダが異なると、（多少）
異なる場合がある。通常、ハンドセットは、ネットワーク・プロバイダによって顧客に提
供され、全ての設定値が正しくハンドセット上に設定されている。しかしながら、様々な
理由のために、ハンドセットの個々の機能の設定値が間違っている場合があり、その結果
、該当する機能を顧客が使用できない可能性がある。設定値は、ハンドセット上で手動で
変更できるが、このためには、取り扱い説明書を広範囲に調べて検討するか、またはサー
ビス・デスクの助けが必要となる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、移動ネットワークにおけるサービスへのアクセスをハンドセットに提供し、
当該サービスに対するハンドセットの設定値が正しくなくても、または欠如していても、
ネットワークにおいて提供されるサービスを使用することを可能にする方法を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００４】
　本発明によれば、先に規定した前提部による方法が提供され、この方法は、１組の移動
サービスおよび移動局の種類に関する移動局の設定値を特定し、更に別の移動サービスへ
のアクセスを提供するためのコードを送ることによって、更に別の移動サービスへのアク
セスを追加することを備える。移動局の種類は、例えば、移動局の会社（make）、モデル
、ｓ／ｗバージョン等を含むことができる。コードは、移動局に送ることができ、必要な
設定値の種類や移動局の特定的な要件に応じて、ファイル（実行可能）、パラメータのリ
スト、命令等を備えることができる。あるいは、コードは、移動局（または移動ネットワ
ーク）に移動通信自体における再ルーティング(re-routing)を設定させる命令を含むこと
もできる。再導出は、移動局における正しくないまたは失われたパラメータまたは設定に
よって左右され、再導出のためのコードはこれを訂正する。このために、更に別の移動サ
ービスへのアクセスを提供する場合、正しい設定値（またはパラメータ）を移動局に供給
すること、または移動通信において再導出を設定することを含むとよい。再導出は、移動
局が送る情報の異なるレイヤを分析することによって制御することができる。
【０００５】
　本方法の一実施形態では、コードを送る際、無線機構を用いて移動局にコードを送るこ
とを備える。これによって、特定の移動サービスへのアクセスを獲得するために移動局の
簡単でしかも効率的な適応が可能になる。
【０００６】
　更に別の移動サービスへのアクセス追加は、移動局から更に別の移動サービスを用いる
要求を受信した後に実行する。これによって、本方法の効率的な使用が可能になる。何故
なら、移動局のユーザによって要求されたときに、失われた特定のサービスへのアクセス
のみが追加されるからである。あるいは、更に別の移動サービスへのアクセス追加は、移
動局の電力投入後に実行する。これには、プロバイダのネットワークと連動する各移動ハ
ンドセットを、可能な機能に関して最新の状態に保持するという利点がある。
【０００７】
　移動局のユーザに積極的に関わり合い、ユーザに移動局の制御を提供するために、別の
実施形態では、本方法は、更に、移動局に、更に別の移動サービスへのアクセスの要求承
認を含むメッセージを送るステップを備えている。更に別の移動サービスへのアクセスの
追加は、更に別の実施形態では、例えば、移動局への要求承認を再度用いて、一時的また
は永続的に実行する。
【０００８】
　移動局のユーザに絶えず移動局の能力および機能について情報を提供するために、本方
法は、更に、更に別の移動サービスへのアクアセスを追加した後、移動局ＳＭＳメッセー
ジのような情報メッセージを移動局に送ることも含む。
【０００９】
　別の態様では、本発明は、移動通信ネットワーク用演算装置に関し、この演算装置は、
移動通信ネットワークと連動する移動局と通信することができ、移動局には、移動通信ネ
ットワークおよび移動局がサポートする１組の移動サービスへのアクセスが提供される。
演算装置は、１組の移動サービスおよび移動局の種類に関する移動局の設定値を特定し、
更に別の移動サービスへのアクセスを提供するためのコードを送ることによって、移動局
に別の移動サービスへのアクセスを追加するように構成されている演算手段を備えている
。演算装置の別の実施形態は、前述した方法の特徴と類似した特徴に関して、別の従属請
求項において記載されている。
【００１０】
　更に別の態様では、本発明は、コンピュータ実行可能命令を備えているコンピュータ・
プログラム生産物に関し、移動通信ネットワークに接続されている演算装置上にロードす
ると、本発明による方法の機能性を、演算装置に供給する。コンピュータ実行可能命令は
、基地局またはその他のいずれかのネットワーク構成機器（例えば、ＲＮＣ、ＢＳＣ、Ｓ
ＧＳＮ、ＧＧＳＮ、ＳＴＰ）のような、移動通信ネットワークのサブシステム上にロード
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し、移動通信ネットワークに本発明の機能性を設けるようにしてもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下に、添付図面を参照しながら、多数の実施形態例を用いて、本発明について詳細に
論ずる。
【００１２】
　本発明は、独立した移動サービス・アクセスに対してハンドセットの設定を可能とし、
これを適用することができる移動通信ネットワーク・システムの一例の簡略図を図１に示
す。担当ＧＰＲＳサポート・ノード（ＳＧＳＮ）２が通信ネットワーク１に接続されてい
る。ＳＧＳＮ２は、ＧＰＲＳインフラストラクチャ内におけるノードであり、当業者には
周知のとおり、そのサービス・エリア内におけるデータ・パケットの移動局間の配信を責
務とする。ＳＧＳＮ２は、通信リンクを多数の移動局４（即ち、ハンドセット）に提供す
ることができる。ＳＧＳＮ２は、制御装置３に接続されており、以下に説明するような、
本発明の方法を実行するように構成されている。制御装置３は、コンピュータまたは演算
システムとすることができ、ＳＧＳＮ２とインターフェースする単体装置として設けるこ
ともできる。あるいは、制御装置３は、ＳＧＳＮ２の一部、または同様にＳＧＳＮ２とイ
ンターフェースすることができる、移動通信ネットワーク・システムの別の要素の一部で
ある。
【００１３】
　ハンドセット４には、電話機能(telephony function)、ＷＡＰ機能等のような機能をハ
ンドセット４に設けるための電子回路が設けられている。また、この電子回路は、不揮発
性メモリも備えており、その中にハンドセット４の種々の設定値が格納されている。
【００１４】
　移動通信事業者(mobile operator)の顧客がハンドセット４を使用するが、対応する移
動通信事業者によって提供されるサービスに対して正しくプロビジョン(provision)され
ていないという場合が増加することが予測できる。このために、初回顧客がサービスを選
択する際に用いることができない状況に至る。顧客にはハンドセット４の環境設定を行う
知識がなく、顧客補助（ホットラインまたは電子顧客補助）のサポートを受けることによ
って顧客自身でハンドセット４の環境設定を行うことができないと仮定すると、顧客はそ
のサービスを使用せず、したがって移動ネットワーク事業者の潜在的な収益が失われる。
更に、移動通信事業者には、顧客の顧客サービスへの多数の問い合わせによって生ずる余
分なコストがかかる。
【００１５】
　顧客は、以下のような異なる原因によって、対応する移動通信事業者に対して誤ってプ
ロビジョンされたハンドセット４を購入する可能性がある。
　・顧客がハンドセット４をインターネット・オークション（例えば、ebay)あるいは国
内または海外の供給業者において購入した。
　・顧客が量販店（例えば、AldiまたはTchibo）においてハンドセット４を購入した。
　・顧客が移動通信事業者を変更したが、古いハンドセット４を使い続けている（例えば
、移動番号持ち越し制度、または多くの契約を有する大会社がデフォルトの移動通信事業
社を変更した）。
　・移動通信事業者がそのハンドセット４を中央販売チャネル(central sales channel)
を通じて購入したが、種々の理由（例えば、コスト）により、ハンドセット４のプレ・プ
ロビジョニングが行われていない。
【００１６】
　最後に、顧客が正しいハンドセット４の設定値を（故意にまたは偶然）変更する可能性
もある。
【００１７】
　本方法の一実施形態によれば、顧客は、彼の移動通信事業者に（恐らく）要求したサー
ビスにアクセスすることができ、顧客自身が環境設定を行う手間は全くかからない。ネッ
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トワークによって開始される活動に対する顧客の確認が合法に要求された場合、そのプロ
セスの間にユーザ・フレンドリな問い合わせが行われる。必要な修正は、予防的に、例え
ば、ハンドセット４をオンに切り換えたとき、または反応的に、例えば、最初にサービス
が要求されたときに、移動通信事業者によって開始される。
【００１８】
　この記載の文脈では、移動通信事業者によって多数のサービスを提供することができ、
ユーザのハンドセット４の設定値を正しくすることが要求される。今日の視点からは、移
動通信事業者の以下のサービスが考えられる。
【００１９】
　・国内または海外移動通信事業者の標準ワイヤレス・アクセス・プロトコル（ＷＡＰ）
アクセスのようなポータル・サービス、ならびにｉ－モード、Ｔ－ＺｏｎｅおよびＶｏｄ
ａｆｏｎｅ　Ｌｉｖｅのような国内または海外移動通信事業者特定のポータル・ソリュー
ション。
　・標準マルチメディア・メッセージング（ＭＭＳ）アクセス。
　・標準ショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）アクセス。
　・サーキット・スイッチ・データ（ＣＤＳ）による標準インターネット・アクセスまた
は一般パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）／パケット交換用ユニバーサル・モバイル・テ
レコミュニケーション・システム（ＵＭＴＳ－ＰＳ）。
　・ストリーミング・サービス（オーディオおよび／またはビデオ）。
　・３ＧＰＰ　ＩＰマルチメディア・サブシステム（ＩＭＳ）に基づくサービス、例えば
、プッシュ・ツー・トーク・オーバー・セルラー（ＰｏＣ）、プレゼンス・サービス、ビ
デオおよび／またはテキスト・メッセージング、チャット、ならびにボイス・オーバーＩ
Ｐ（ＶｏＩＰ）。
　・移動通信事業者特有の顧客対応番号（例えば、ホットライン、ディレクトリ・アシス
タンス等）。
【００２０】
　本発明によれば、３つの可能な場合が存在する。
　１．顧客が最初にハンドセット４をオンに切り換えたが、特定のサービスを全く要求し
なかった。
　２．顧客が特定のサービスを要求した。
　３．顧客が（故意にまたは偶然に）正しいハンドセット４の設定値を変更した。
　図２および図３において、特定した種々の場合に対するフロー・チャートを示す。顧客
が最初にハンドセットをオンに切り換えたが（ブロック１０）、特定のサービスを要求し
ない。ネットワークは、ハンドセット４の変更を認識し（判断ブロック１１）、移動通信
事業者において利用可能であり、使用中の特定のハンドセット４がサポートする全てのサ
ービスに対するハンドセット設定値を識別する（ブロック１２）。その後、ハンドセット
設定値を、無線（ＯＴＡ）機構を通じて顧客のハンドセット４に送り（ブロック１３）、
そして１つずつ確認する必要がある（判断ブロック１４）。顧客がこの設定値を承認しな
い場合、手順を中断し（終了ブロック２３）、次回ハンドセットがオンに切り換えられた
ときに、場面１を再度評価することはない。
【００２１】
　顧客がハンドセットの設定値を承認した場合、これらの設定値を永続的にハンドセット
４に格納し、ネットワーク１におけるサービスのプロビジョニングを開始する（ブロック
１５）。顧客のプロビジョニングに成功した後、Info-SMSを顧客のハンドセット４に送り
（ブロック１６）、その後フローは終了ブロック２３に進む。
【００２２】
　２番目の場面では、顧客が自分のハンドセット４を用いて特定のサービスを要求する（
ブロック１７）。要求されたサービスを特定することができるか否かチェックし（判断ブ
ロック１８）、更に要求されたサービスおよび使用されている特定のハンドセット４に対
してハンドセットの設定値が入手可能か否かチェックする（ブロック１９）。
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【００２３】
　ハンドセット４内にハンドセット設定値がない場合（判断ブロック１８の「ｎｏ」分岐
）、移動通信事業者において利用可能であり使用中の特定のハンドセットがサポートする
サービス全てをネットワークによって特定する（再度ブロック１２）。その後、ハンドセ
ットの設定値を、無線（ＯＴＡ）機構を通じて顧客のハンドセット４に送り（ブロック１
３）、そして１つずつ確認する必要がある（ブロック１４）。顧客が設定値を承認しない
場合、手順を中断し（終了ブロック２３）、次回ハンドセットをオンに切り換えたときに
、２番目の場面を再度評価することはない。
【００２４】
　顧客がハンドセットの設定値を承認する場合（判断ブロック１４における「ｙｅｓ」分
岐）、これらの設定値をハンドセット４上に永続的に格納し、ネットワークにおけるサー
ビスのプロビジョニングを開始する（ブロック１５）。顧客のプロビジョニングに成功し
た後、Info-SMSを顧客のハンドセットに送り（ブロック１６）、その後フローは終了ブロ
ック２３において停止する。
【００２５】
　要求されたサービスを特定することができ、ハンドセットの設定値が、要求されたサー
ビスに対して入手可能である場合（判断ブロック１９における「ｙｅｓ」分岐）、この特
定のサービスに対するハンドセット設定値を、無線 （ＯＴＡ）機構を通じて、顧客のハ
ンドセットに送り（ブロック２０）、そして確認する必要がある。顧客が設定値を承認し
ない場合（判断ブロック２１における「承認せず」分岐）、手順を中断する（終了ブロッ
ク２３）。
【００２６】
　顧客がハンドセット設定値を永続的に承認する場合（判断ブロック２１における「永続
」分岐）、これらの設定値をハンドセット上に永続的に格納し、ネットワークにおけるサ
ービスのプロビジョニングを開始する（ブロック１５）。顧客のプロビジョニングに成功
した後、Info-SMSを顧客のハンドセット４に送り（ブロック１６）、その後フローは終了
ブロック２３において停止する。
【００２７】
　顧客がハンドセットの設定値を一時的に承認する場合（判断ブロック２１における「一
時的」分岐）、これらの設定値をハンドセット４上に一時的に格納し、ネットワークにお
けるサービスのプロビジョニングを開始する（ブロック２２）。顧客のプロビジョニング
に成功した後、Info-SMSを顧客のハンドセット４に送り（ブロック１６）、その後フロー
は停止する（終了ブロック２３）。
【００２８】
　図３に、第３の場面に対する追加のフロー・チャートを示す。ここでは、顧客が（故意
にまたは偶然）正しいハンドセット設定値を変更したとする（ブロック２４）。要求され
たサービスを特定することができ（判断ブロック２５における「ｙｅｓ」分岐）、要求さ
れたサービスに対してハンドセットの設定値が入手可能である場合（判断ブロック１９に
おける「ｙｅｓ」分岐、図２参照）、この特定のサービスに対するハンドセットの設定値
を、無線 （ＯＴＡ）機構を通じて、顧客のハンドセットに送り（ブロック２０）、そし
て確認する必要がある。顧客が設定値を承認しない場合（判断ブロック２１における「承
認せず」分岐）、手順を中断する（終了ブロック２３）。顧客がハンドセットの設定値を
永続的に承認する場合（判断ブロック２１における「永続」分岐）、これらの設定値をハ
ンドセット上に永続的に格納し、ネットワークにおけるサービスのプロビジョニングを開
始する（ブロック１５）。顧客のプロビジョニングに成功した後、Info-SMSを顧客のハン
ドセット４に送り（ブロック１６）、その後フローは終了ブロック２３において停止する
。
【００２９】
　ハンドセットの設定値をハンドセット４に送る代案として、パラメータが正しくない場
合またはパラメータが失われた場合、移動ネットワーク１内においてコードを発行するこ
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し直させる(re-routing)。
【００３０】
　顧客がハンドセットの設定値を一時的に承認する場合（判断ブロック２１における「一
時的」分岐）、これらの設定値をハンドセット４上に一時的に格納し、ネットワークにお
けるサービスのプロビジョニングを開始する（ブロック２２）。顧客のプロビジョニング
に成功した後、Info-MSMを顧客のハンドセットに送り（ブロック１６）、その後フローは
停止する（終了ブロック２３）。
【００３１】
　要求されたサービスを特定することができない場合（判断ブロック２５における「ｎｏ
」分岐）、移動通信事業者において利用可能であり使用中の特定のハンドセットがサポー
トするサービス全てを、ネットワークによって特定する（図２のブロック１２）。その後
、ハンドセットの設定値を、無線（ＯＴＡ）機構を通じて、顧客のハンドセット４に送り
（ブロック１３）、そして１つずつ確認する必要がある。顧客が設定値を承認しない場合
（判断ブロック１４における「ｎｏ」分岐）、手順を中断し（終了ブロック２３）、次回
ハンドセット４をオンに切り換えたときに、場面１を再度評価することはない。顧客がハ
ンドセットの設定値を承認する場合（判断ブロック１４における「ｙｅｓ」分岐）、これ
らの設定値をハンドセット４上に永続的に格納し、ネットワークにおけるサービスのプロ
ビジョニングを開始する（ブロック１５）。顧客のプロビジョニングに成功した後、Info
-SMSを顧客のハンドセット４に送る（ブロック１６）。その後、フローは停止する（終了
ブロック２３）。
【００３２】
　磁気または光ディスクのような記憶媒体上のコンピュータ・プログラムのようなコンピ
ュータ・プログラム生産物に、コンピュータ実行可能命令を設けることもできる。これら
の命令は、制御装置３のような、移動ネットワーク１内において適正に装備された装置上
でロードされると、当該装置に、本発明の異なる実施形態を参照して先に説明したような
機能性を提供する。このように、いずれの移動通信ネットワーク１であっても、本発明の
機能性を提供することができ、それぞれのネットワーク１において利用可能なサービス全
てへのアクセスを顧客のハンドセット４に提供する。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】図１は、本発明を用いる移動通信システムの一部の模式図を示す。
【図２】図２は、本発明による方法の一実施形態のフロー図を示す。
【図３】図３は、本発明による方法の一実施形態の別の部分のフロー・チャートを示す。
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